
事業者の皆さま、労働者の皆さまへ

aノ'、.テレワーク・時差出勤等を推進しています。

口 体調がすぐれない人が気兼ねなく休めるルールを定め、実行
できる雰囲気を作っています。

職員間の距離確保、定期的な換気、仕切り、マスク徹底など、.

密にならない工夫を行っています。

休憩所、更衣室などの"場の切り替わり"や、飲食の場など

「感染リスクが高まる 『5つの場面』」での対策・呼びがけ
を行っています。

O蔚亡晶  都道府県労働局・労働基準監督署 R3.2



ン厚 生労働省 では、テレワーク相談センターにおける相談支援 、労働時

間管理 の留意点等をま とめ たカイ トラインの周知等を行 って います。

ンさ らに、テ レワークの導入にあたって必要なポイン ト等をわか つやす

くま とめ た リー フレッ トも作成 し、周知 を行 っています。

リーフレットは
厚生労働省

ホーム豚一ジから
ダウンロート可能です。

○ 体調がすぐれない人が気兼ねなく休めるルール

新型コロナウイルス感染者が発生した場合の対応手順の作成 (製造業)

感染者が発生した場合の対応

手順を定め、 社内イン トラ

ネットや社内報で共有した。

[手順コ
①感染リスクのある社員の

自宅待機

②濃厚接触者の把握

③消毒

④関係先への通知など

手順全文は
(独)労働者健康安全機構
長野産業保健総合支援
センターホームページから
夕゙ウンロート可能です。

○ 密とならない

ITを活用した対策 (建設業)

サーマルシステムの導入 (社会福祉法人)

)サ ーマルシステムを施設受

付入口に設置し、検温結果

が37,5℃以上の者の入場を

禁止している。

冫本 システムでは、マスクの

着用の検知を行い、マスク

の未着用者には表示と音声

で注意喚起を行う仕組みと

なっている。

ITを活用した説明会の開催 (その他の事業)

スマートフオン用

無線機を導入し、

社員同士や作業従

事者との会話に活

用。 3密を避けた

コミュニケーショ

ンをとるようにし

た。

WEB方式と対面

方式併用のハイブ

リッドの説明会を

開催した。

対面での参加者に

対しても、席の間

隔を空ける、机に

アクリル板を設置

するなどの対策を

行った。
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○ 感染リスクが高まる 「5つの場面」を避ける取り組み

※ 職場では、特に「居場所の切り替わり」 (休憩室、更衣室、喫煙室など)に注意が必要

休憩所での対策 (小売業)

〉休 憩室の机の中

央を注意喚起付

きの 八 -テ ー

ションで区切り、

座席も密となら

ないよう二人掛

けにし、対面と

ならないよう斜

めに配置した。

社員良堂Cの対策 (製造業)

×社員食堂の座席

レイアウトを変

更し、テーブル

の片側のみ使用

可とした。

) また、混雑緩和

のために、昼休

みを時差でとる

ようにした。

○ 感染防止のための基本的対策

入館時の手指等の消毒 (宿泊業)

冫宿 泊者と従業員

の感染防止のた

め、ホテル入口

の消毒液設置場

所に、靴底の消

毒の杷めのヌ\ソ

トを設置した。

複数人が触る箇所の消毒 (製造業)

) 複数人が触る可

能性がある機械

のスイッチ類を

定期的に消毒す

ることを徹底し
た。

○ その他の取り組み

外国人労働者への感染防止対策の周知 (建設業)

a C6 db 爽 c ng41

a egg qu4n kfJm【ra nhl0.Id◆m!it s6rigj

ン建 設現場に人場する外国

人向け安全衛生の資料に、

新型コロナウイルス感染

症の注意点を外国語に翻

訳したものを掲載し、周

知徹底を図った。



冫このチェツクリス トは、感染症対策の実施状況について確認し、職場の実態に即した対策を
労使で検討していただくことを目的としたものです。

冫職場での対策が不十分な場合やどのような対策をすればよいかわがらない場合には、感染症
対策の実践例を参考に検討してください。

冫項 目の中には、業種、業態、職種などにより対応できないものがあるかもしれません。すべ

ての項目が 「はい」にならないからといって、対策が不十分ということではありませんが、
可能な項目から工夫しましょう。

冫職場の実態を確認し、全員 (事業者と労働者)がすぐにできることを確実に継続して、実施
いただくことが大切です。

職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト

項 目 1 確認

1S染予防のための体制

・亭跳堝のトップが、斬槃コロナウイルス感染症の拡大防止に横捧的に取り昶むことを表明L1労働者
に対して感染予防を推進することの皿要性を伝えている.

はい・いいえ

・事菓場の6染症予防の責任者及び娼溺者を任命している。(衡生管瑣者,衛生推進者など〉 はい・いいえ

・会社の取暢やルールについて、労備者全員に陶知を行フているゆ はい◆いいえ

14}働 者 が 感 壕 早 訪 の n 釉 企 ガ る 上 う1二潅 臘 オ る こと左 一瞥 珈 監 曽 .奢 に 鰭 1 Lτ い る ., は I.l.lAllシ

・安全伸1生委＾会、剛生委員会萼の労使が集Jる堝にJ3いて、新型コロナウイルス悠染症の拡大防止
をテーマとして取り上げ、亭菓墳の実9を踏京えた、害現可馳な対策を議論している1

はい・いいえ

・職場以外ても労陶省が惑染予防の11勤を取るよう醪染リスクが寓まる「6つの場園」や『斬しい生活様
式」の実践例について、労勧嶺全員に閾知を行クている、

はい・いいλ

・斬型コロナウイルス撞触確認アブ自バCOCO^ 〉を局知し、イシストールを労働者に貼夷している、, はい・いいえ

(1)事業場において特に貿意すべき事項である「取組の6つのポ イ゚ント」

1・『取松の6つのポイントJの実施状況を催訪し1場での対応を検(財)上,実座している, ■ はい・いいえ

・人との間隔は、できるたけ2m(最低jm)空けることをネめている. Iよい嘩いいえ

・会話をする障は、可総な賑り真正園を総けることを本めている, はい・いいえ

チェツク リス トは

厚生労働省

ホームページから

グウンロー ド可能です。

・々 i出鰺 ■ 内t=いる1舟愉会鰭番1るト命ヒ 禽綬がなff未マス々の薔麟番蝋め丁L1^ 、

北海道一 011-709-2311 ・:′、石川一.・ 076-265-4424 -9 ,一岡山.′ 086-225-2013

ノ 清森,- 017-734-4113 -゙福弁一′ 0776-22-2657 広島 082-221-9243

・“岩手 019-604-3007 ,・、.:山梨・- 055-225-2855 ] “届口 ・ 083-995-0373

.宮城}.. 022-299-8839 長野 026-223-0554 L 惚島 088-652-9164

 ゙ 秋由・-、.- 018-862-6683 ・岐阜  ゙・.058-245-8103 -.、′香J『- 087-811-8920

山形・.′-′ 023-624-8223 ・ 静岡 054-254-6314 -′一愛媛一′ 089-935-5204

福島. 024-536-4603 愛知・ 052-972-0256 .{゙高知. .088-885-6023

茨城 、 029-224-6215 竺゙重 059-226-2107 一 福岡, 092-411-4798

栃木  ゙ ・ 028-634-9117 ・゙ 滋糞・ 077-522-6650 .・ ..佐賛. ′.0952-32-7176

群-1 027-896-4736 京“都 075-241-3216 ″′.長崎 095-801-0032

埼主、 048-600-6206 大阪・- 06-6949-6500 熊本 096-355-3186

キ,1 043-221-4312 -゙兵庫・ 078-367-9153 .゙大分゛ 097-536-3213

, 東京 03-3512-1616 .奈良 0742-32-0205 、宮崎、 0985-38-8835

神奈川゛ 045-211-7353 和.歌山 073-488-1151 鹿児1 099-223-8279

新注
1
y 025-288-3505  ゙ ・嶌取 0857-29-1704 )中縄 098-868-4402

嵩山 076-432-2731 島根 0852-31-1157

※雇用調整助成金の特例措置に関するお問い合わせはこちら

く学校等休業助成金 ・支 援金、雇用調整助成金コールセンター〉 01 20-60-3999



飲酒を伴う懇親会答

飲酒の影響で注意力が低下する。また、聴覚が鈍磨し、太き

0特 に敷居などで区切られている狭い空間に、

長時間 大人数が滞在すると 感染リスクが

Qま た、回し飲みや箸などの共用は

感染のリスクを高める

口 大人数や長時間におよぶ飲食
すい。 ⑨長 時間におよぶ飲食、例えば深夜のはしご酒では、昼間の通常の食事に比べて、

感染リスクが高まる。

○ また大人数、例えば5人以上の飲食では、大声になり飛沫が飛びやすくなるため、
感染リスクが高まる。

ロ マスクなしでの会話   口 狭い空間での共同生活   口 居場所の切り普わり
○マ スクなしに近距離で会話をすることで、飛沫感染

やマイクロ飛沫感染での感染リスクが高まる。

○マ スクなしでの感染例としては、昼カラオケや野外
のバーベキューでの事例が確認されている。

O狭 い空間での共同生活は、長時間にわたり閉鎖空間が 1 10仕 事での休憩時間に入った時など、居場所が切り

共有されるため、感染リスクが高まる。       :] 替わると、気の緩みや環境の変化により、感染

0寮 の部屋やトイレなどの共用施設での事例が確認され ・]  リスクが高まることがある。
てぃる。      -              1-10休 憩室、喫煙所、更衣室での事例が確認されている。

:, 車やバスで移動する際の車中でも注意が必要。



外回人労働者を履用する事業主の皆さまヘ
・畦

1
翼
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職場の新型コロナウイルス鐵染症対策

外阻人労働者の皆さんにも

『正しく伝bクていますか?』

外国人労働者は、'日本の労働慣行や日本語に習熟していない場合がある

ほか、出身国・出身地域により文化や生活習慣が日本と大きく異なる場合

があります。

そのため、外国人労働者が安心して働くためには、職場における新型コ

ロナウイルス感染症の拡大防止対策の内容を、正 しく理解することがなに

よりも重要です。

外国人労働者の皆さんが、職場内、職場外で感染予防の行動を取ること

が出来るよう、出身国特有の文化や生活習慣もふまえた教育やアドバイス

に努めてください。

外国人労働者の皆さんが職場における感染防止対策の内容を十分に理解

出来るよう、 「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する

ためのチェツクリス ト」を10か国語 (※)に翻訳しました。

事業主の皆さまは、外国人労働者への教育やミーティングをする機会に、

このチェツクリス トを活用するなどして、職場の感染症対策の徹底をお願

いします。

タ加 グ語、 日 一・
ミャンマニ語

レ 各言語のチェックリストは,,さ起よ;乙ヱ込乙意,kLこ琉謁,耘が忍き.48 -j
(厚生労働省ウエブサイト内)

「裏面Jに感染拡大防止のポイントを記載しています。

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署


